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（午後 ６時００分 開会） 

○田村医療連携・歯科担当課長  お待たせいたしました。東京都の保健医療局医療政策部

医療連携・歯科担当課長の田村でございます。まだいらっしゃっていない委員も何名か

いらっしゃいますけれども、時間になりましたので、これから第１３回緩和ケアワーキ

ンググループを開会したいと思います。  

  初めに、本日のＷｅｂ会議に当たりまして、委員の皆様に２点お願いがございます。

１点目、議事録作成のために、必ずご所属とお名前をおっしゃってからご発言いただき

ますようお願いいたします。２点目は、ご発言いただくとき以外はマイクをミュートに

していただきますようお願いいたします。  

  なお、本日の会議は、後日、資料及び議事録を公開させていただく予定でございます

ので、よろしくお願いいたします。  

  それでは、開会に当たりまして、医療改革推進担当部長の杉下より、一言ご挨拶を申

し上げます。  

○杉下医療改革推進担当部長  皆様こんばんは。東京都保健医療局医療改革推進担当部長、

杉下でございます。本日は、大変お忙しいところ、会議にご出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。  

  本ワーキンググループにおきましては、令和６年３月に策定しました「東京都がん対

策推進計画（第三次改定）」に掲げられております、「がんと診断されたときからの切

れ目のない緩和ケアの提供」について、都内の緩和ケア提供体制の充実等に向けたご意

見をいただいております。  

  本日は、東京都における今年度の緩和ケアに関する取組及び来年度実施予定の取組に

ついて、また今年度リニューアルを行いました東京都がんポータルサイトにおける緩和

ケアのコンテンツに関するご報告を予定しております。  

  委員の皆様には忌憚のないご意見やご助言を賜れればと考えておりますので、何とぞ

よろしくお願い申し上げます。  

○田村医療連携・歯科担当課長   

  まず初めに、本日の会議資料についてですけれども、皆様には事前にデータでお送り

してございます。次第に記載のとおり、資料１から資料５、また、参考資料１となって

ございます。  

  次に、本日出席の委員のご紹介ですけれども、本来皆様のご紹介をさせていただきた

いところでございますけれども、時間も限られてございますので、資料２－２でのご紹

介に代えさせていただきたいと思います。  

  なお、秋山委員と鳥居委員につきましては、事前にご欠席の旨のご連絡をいただいて

いるところでございます。  

  それでは、これ以降の進行につきましては、松本ワーキンググループ長に進行をお願

いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  
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○松本（禎）座長 はい。よろしくお願いします。それでは、早速ですが、進めていきた

いと思います。  

  議事の（１）、令和７年度の事業についてからお願いします。では、事務局から説明

をお願いします。  

○田村医療連携・歯科担当課長  はい。では、事務局よりご説明いたします。  

  まず、議題に入る前ですけれども、本ワーキンググループの位置づけにつきまして、

昨年３月に改定いたしました東京都がん対策推進計画（第三次改定）を踏まえまして改

めてご説明したいと思います。参考資料１をご覧ください。  

  こちらは東京都がん対策推進計画（第三次改定）の全体図となってございます。本計

画は都道府県ががん患者に対するがん医療の提供状況等を踏まえ策定する、がん対策の

推進に関する計画でございまして、計画期間は令和６年度から１１年度までの６年間と

なってございます。  

  分野別施策としましては、がん予防、がん医療、がんとの共生、基盤整備の大きく四

つに分かれてございまして、本ワーキンググループでは、こちらの「がん医療」の分野

における「がんと診断されたときからの切れ目のない緩和ケアの提供」に関する施策に

ついてご議論いただく場となってございます。  

  それでは、本日の議題に入ります。資料３をご覧ください。  

  こちらは、令和７年度の緩和ケア推進事業の取組内容となります。６つの事業を実施

してございます。  

  １つ目が専門看護師等資格取得支援でございます。令和５年度より地域の病院におけ

る緩和ケア提供体制の強化に向け、緩和ケア関連の専門看護師等の人材育成に係る費用

の補助を開始してございます。対象資格は、がん看護専門看護師、緩和ケア認定看護師、

がん性疼痛看護認定看護師です。  

  本事業の周知に取り組んでまいりましたけれども、令和５年度及び令和６年度実績は

ございませんでした。今年度も、本日時点では事業の申請は来てございません。このた

め、来年度に向けて、本事業の見直しを行います。詳細につきましては、後ほど説明さ

せていただきたいと思います。  

  ２つ目が緩和ケア研修会（多職種）の実施でございます。がん患者が拠点病院等での

治療後も住み慣れた地域で切れ目なく緩和ケアを受けることができるようにすることを

目的としまして、地域の薬剤師、リハビリ職、相談職、栄養士等を対象に研修を実施し

てございます。  

  平成３１年度から令和４年度までは補助事業でございましたが、令和５年度よりがん

研有明病院に委託をして実施してございます。  

  研修は、多職種が共通で知るべき事項についての講義から成る共通編と、職種ごとの

メイン講義から成る職種別編で構成されてございます。今年度は３回実施の予定でござ

いまして、第１回及び第２回の開催は記載のとおりとなってございます。第３回は２月
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１８日に実施予定となってございます。  

  本事業につきましても、来年度に向けて一部事業の見直しを行いますので、後ほど説

明させていただきたいと思います。  

  次のページにお進みください。３つ目が医療提供体制の見える化です。  

  令和４年度に対象病院に調査を行いまして、令和５年度末に公開に同意しました病院

の情報を、がんポータルサイト上で一覧表としてエクセル及びＰＤＦで公開いたしまし

た。こちらにつきましては、年１回、情報の更新を行ってございます。  

  ４つ目が、東京都がん診療連携協力病院緩和ケア研修会事業補助金でございます。  

  研修につきまして、国拠点、都拠点の研修に地域の医師が参加しづらい状況を踏まえ

まして、令和６年度より協力病院が国指針に準拠し、地域の医療従事者を対象とした緩

和ケア研修会を開催する費用を補助することとしてございます。これによりまして研修

の受講枠が拡大され、基本的緩和ケアの知識や技術の充足、地域における緩和ケアの円

滑な実施を図るとともに、質の高いがん医療の提供体制を確立することを目的としてご

ざいます。  

  令和６年度の実績は１病院でございましたけれども、補助金を申請せずに、研修を実

施した協力病院は、全部で８つございます。今年度の本日時点につきましての実績は１

病院となってございます。引き続き本事業の周知を行って、実績を増やしていきたいと

考えてございます。  

  ５つ目が緩和ケア地域移行に関する情報発信です。  

  現在、調整中にはなりますけれども、緩和ケア地域移行に取り組む医療機関の取組状

況・工夫やがん患者の緩和ケアのニーズ等についての記事をホームページに掲載するこ

とで、緩和ケア提供体制の強化につなげていきたいと考えてございます。  

  最後が緩和ケアワーキンググループでございます。冒頭にご説明しましたが、本ワー

キンググループにつきましては、「がん医療部会」の所掌するがん医療に係る事項のう

ち、「がんと診断されたときから切れ目のない緩和ケアの提供」について取り組むべき

課題及び解決策を検討するために設置されてございます。本日の検討内容を３月開催予

定の医療部会にて報告する予定としてございます。  

  事務局からの説明は以上になります。  

○松本（禎）座長 はい。どうもありがとうございました。  

  令和７年度の事業について説明がございましたけども、ここまでの内容で確認したい

ことやご意見、ご質問などございましたら、挙手いただいてよろしいでしょうか。大丈

夫そうでしょうか。  

（なし）  

○松本（禎）座長 また、令和８年度に向けてという話もありますので、またそこでも質

疑応答などをしていただけるかと思いますので、それでは次に進めていきたいと思いま

す。  
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  では、事務局から、次の議事、令和８年度実施予定の事業についてご説明をお願いい

たします。  

○田村医療連携・歯科担当課長  はい。では、事務局より引き続きご説明させていただき

ます。資料４のスライド２ページ目をご覧ください。  

  来年度に向けまして、まずは（１）の専門看護師等資格取得支援及び（２）の緩和ケ

ア研修会（多職種）の実施の見直しを行います。先ほどお伝えさせていただきましたけ

れども、資格取得支援について本日時点で実績が出てございません。  

  補助対象につきましては、緩和ケアの診療加算または緩和ケア病棟入院料を届け出し

ている病院を除き、「緩和ケア関連の専門資格を有する看護師が未設置で地域包括ケア

病棟入院料及びがん性疼痛緩和指導管理料を算定する都内の病院」としてございました。

しかしながら、対象の中小病院につきましては、緩和ケアの重要性は認識しているもの

の、専門看護師等の資格取得につきましては、「看護師確保が難しく、長期の研修派遣

が困難」などの課題が存在してございます。  

  また、拠点病院におきましても、地域の連携体制整備や人材育成の強化など役割が拡

大しているところで、国の整備指針では、緩和ケアチーム内におけるがん看護または看

護ケアに関する専門資格を有する看護師の配置（１人以上）が必須とされてございます

けれども、配置数につきましては十分とは言えない現状でございます。  

  続きまして、スライドの３ページ目をご覧ください。  

  こちら、昨年の８月に、がん診療連携拠点病院、東京都がん診療連携拠点病院及び東

京都がん診療連携協力病院の計６０病院を対象としまして、がん専門看護師等の配置状

況に関するアンケートを実施してございます。全ての病院にご回答いただき、その集計

結果の一部抜粋となってございます。  

  「専門資格を有する看護師を増やす予定の有無」の設問について、ここでは、「がん

看護専門看護師」、「緩和ケア認定看護師」、「がん性疼痛看護認定看護師」を指しま

すけれども、「ある」と「検討中」を合わせた回答は９５％以上となってございます。  

  また、「専門資格を有する薬剤師を増やす予定の有無」の設問につきまして、ここで

は、「がん看護専門薬剤師」、また「緩和薬物療法認定薬剤師」を指すんですけれども、

こちらが、「ある」と「検討中」を合わせた回答は９０％以上となってございます。  

  なお、増やす予定は「ない」と回答した理由につきましても、「勤務経験等の受験資

格を満たす人がいない」等となってございまして、資格取得支援の必要性を否定するわ

けではありませんでした。  

  主な自由意見では、「体制の増強」等のために「定期的な育成」や「人材育成」を求

める声や薬剤師の資格取得支援を求める声がございました。  

  下段には、令和６年４月１日時点の拠点病院等における専門看護師・専門薬剤師の配

置数を記載してございます。この表から必ずしも十分な数が配置されているわけではな

いということが分かるかと思います。  



－5－ 

  次のスライドをご覧ください。以上を踏まえまして、見直しの方向性をご説明いたし

ます。  

  国より昨年８月に発出されました通知「２０４０年を見据えたがん医療提供体制の均

てん化・集約化に係る基本的な考え方及び検討の進め方について」において、２０４０

年にはがん羅患者数の増加、また薬物療法の需要増加が見込まれてございますけれども、

医療人材の確保が非常に厳しい状況が続いてございまして、緩和ケアを担う人材育成の

強化、また地域における活用への積極的な取組が重要とされてございます。  

  これを踏まえまして、がん医療の需要変化、看護師、薬剤師等の医療従事者の確保が

困難となる中、持続可能ながん医療提供体制を構築するためには、今回の事業実施状況

も踏まえまして、資格取得支援事業の再検討を行って、人材育成の支援を拡充すること

によって、地域連携の取組を促進することとしてございます。具体的には、専門看護師

等資格取得支援事業におきまして、補助対象に拠点病院を追加することとしました。  

  ただし、拠点病院への補助要件としまして、１つ目ですが、「地域の施設が開催する

多職種連携カンファレンスに参加した年間回数」、また「地域の医療機関や在宅療養支

援診療所等の医療・介護従事者とがんに関する医療提供体制や社会的支援・緩和ケアに

ついて情報を共有、役割分担や支援等について検討する場の開催回数」を増やすこと、

または、②としまして、「その他、訪問看護、薬局、介護施設等との多職種・多機関連

携など地域連携の強化の取組」の実施を追加して、拠点病院が補助を受けるには、この

①または②を満たすことが必要とすることとしてございます。  

  また、対象資格には、薬剤師を追加することとしました。緩和ケアチームで重要な役

割を担っている薬剤師を追加の対象としまして、専門性の高い資格取得者の配置を促進

することとします。  

  併せまして、多職種の緩和ケア研修会の対象ですけれども、こちらには看護師を追加

いたします。緩和ケアの基本や多職種連携を学ぶ研修会に看護師を対象とすることで、

中小の病院などの負担が少なく、参加しやすい効果的な研修を実施していきたいと考え

てございます。  

  次のスライドをご確認ください。  

  こちらですけれども、令和８年度の緩和ケア推進事業の主な変更点を一覧にまとめて

います。先ほどの説明と重複しますので、説明は割愛させていただきますけれども、赤

字箇所が変更点となってございます。  

  次のスライドをご覧ください。  

  先ほどお話ししました、国の通知における緩和ケアのポイントを記載してございます。  

  高齢化が進みまして、がん患者のニーズが多様化・複雑化する中で、緩和ケアは地域

全体で提供できるよう体制構築が求められてございます。  

  更なる均てん化が望ましい医療についての考え方としまして、がん予防や支持療法、

また緩和ケアなどは、できる限り多くの診療所・病院で提供されることが望ましく、特
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に、今後増加することが予測されてございます高齢のがん患者に対しては、望んだ場所

で適切な治療及びケアを受けられるよう、身近な診療所・病院で提供されることが望ま

しいとされてございます。  

  検討の留意事項としましては、拠点病院等ががん予防や支持療法・緩和ケアなどのが

ん医療に係る研修を積極的に実施することが望ましいとされてございます。  

  また、生産年齢人口の減少に伴いまして、今後の医療従事者の確保が更に困難となる

ことが見込まれてございますので、持続可能ながん医療提供体制の構築のためには、医

療ＤＸ等による業務の効率化、また人材育成及び地域における活用への積極的な取組が

重要であるとされてございます。  

  事務局からの説明は以上となります。ぜひ、この緩和ケア提供体制の構築におきまし

て、ご意見を賜れればと考えてございます。  

○松本（禎）座長 はい。ご説明ありがとうございました。  

  来年度の実施予定の事業についてご説明がございましたけども、まず内容について確

認したいこと、ご質問、ご意見ございましたら挙手をいただいてご発言いただければと

思いますが、いかがでしょうか。  

  高橋委員、お願いします。  

○高橋委員 はい。お疲れさまです。聖路加国際病院の高橋ですけれども、認定看護師の

がん性疼痛看護認定看護師は、恐らく２６年度から緩和ケア認定看護師に統合される予

定だと思います。今後、新規で入学はできないと思いますので、入学からの補助という

ことであれば、がん性疼痛看護認定看護師は削除でいいかと思います。  

  以上です。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございます。  

  この点、事務局、いかがでしょうか。廃止される、統合されるものは仕方がないので、

変えるということでよろしいでしょうか。  

○田村医療連携・歯科担当課長  そうですね。ありがとうございます。こちらでも改めて

確認させていただいて、対象資格等、きちんと整理させていただければと思います。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございました。  

  じゃあ、続きまして、廣橋委員、お願いします。  

○廣橋委員 永寿総合病院の廣橋です、今年もどうぞよろしくお願いいたします。  

  まず専門看護師の件に関しての議論かと思いますが、今回、拠点病院等にもその対象

を広げるということでありがたく思っておりますが、私の病院は協力病院で、先ほどの

調査によると、連携協力病院は、他の拠点とかに比べると、非常に看護師さんの体制は

手薄で、当院も専門看護師は一人もおりませんし、専門薬剤師も一人もおりませんし、

恐らく拠点のほうがいっぱいいらっしゃるんだとは思います。  

  例えば拠点病院等でそういった手挙げがもし複数あったときに、有資格者が少ない病

院のほうが、より優先的にこの事業に参加させていただくというようなお考えなのかど
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うかという点と、あと、先ほどの要件が一つ、二つありましたけど、いずれも非常に曖

昧な要件になっていて、ある意味、何か、やっていますと言えばそれで済むのではない

かと思うんですけど、その辺の具体的な、何か、どう担保するのかというところについ

て、今のお考えをお聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。  

○事務局（鶴見）  ご質問いただき、ありがとうございます。事務局の鶴見と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。  

  二つご質問について、まずこの事業は、たくさんいるところを増やすというよりも、

少ないところに確実に専門資格を持った方を置いていただきたいという考えでございま

すので、予算の範囲内ではありますが、少ないところの手挙げを優先すると考えており

ます。  

  あと、この対象要件ですが、拠点病院の指定要件から設定しています。補助事業に関

しては、専門資格の方を増やすことで、この要件をクリアしていくのかという事業計画

をお出しいただいて、その後、現況報告等で、毎年、病院からの報告をいただき実績が

増えているという確認をさせていただきます。しかしながら、特に看護師については、

１年で資格を取って、すぐ効果が出るというものではないと我々も認識しておりますの

で、こういう予定でいくという病院の計画に基づいて、複数年で見ていくものと考えて

おります。ご質問のお答えになったでしょうか。  

○廣橋委員 ありがとうございます。非常に分かりやすく、うちのような協力病院とかの

ほうが、よりチャンスをいただける可能性があるかもしれないというのはありがたいこ

とかと思います。やっぱり手薄のところを濃くしていくのは当然大事なことだと思いま

すし、今の評価の部分も、現況報告と計画で評価していくというのは、現実的な、妥当

な線かと思って、いずれもこの計画に、私、賛成したいと思います。ありがとうござい

ます。  

○事務局（鶴見）  ありがとうございます。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございました。松本（雄）委員、お願いします。  

○松本（雄）委員  聞こえていますでしょうか。東京都薬剤師会の松本です。先生方、本

年もよろしくお願いいたします。  

  何点か確認したいことがあるんですが、薬剤師の認定料とかを認めていただいて、ど

うもありがとうございます。  

  この変更前のところは、看護師さんのところで中小病院も対象で、今回、「中小病院

に加えて」という文言があるんですが、中小病院の薬剤師もこのがん専門薬剤師や緩和

薬物療法認定薬剤師の資格の補助の対象になるのかというのをまず１点確認させていた

だきたいのと、あとは、私、勤め先が青梅の市立病院なんですけども、がん専門薬剤師

を採るのは、なかなか研修に行くとか、時間的なものが取れないとか、出張扱いにする

のか自己研さんで行くのかとか、そういう問題があります。  
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  認定審査料や認定登録料とかもありがたいんですが、何かそこら辺のことをどう考え

ていくかという課題があります。大きな病院はもしかしたらできるかもしれないんです

が、中小病院にこのがんの専門薬剤師さんはなかなか難しいと思うので、がん認定薬剤

師という文言が入れられるのかどうか、ここも多分研修は行っていますので、研修や試

験もありますので、そこをどう捉えていただくのかなというのと、これもまた、中小病

院で人を２か月ぐらい研修に行かせなきゃいけないので、ここも課題と思っているので

すが、審査料とか第一歩として考えていただければありがたいなと思います。  

  すみません、ちょっと長くなりました。  

○松本（禎）座長 はい。３点ほどご意見いただきましたけども、事務局、回答できるで

しょうか。  

○事務局（鶴見）  はい。ご質問ありがとうございます。  

  薬剤師につきましては、今回初めて追加させていただいたというところです。なかな

か資格を取るための要件が難しいと認識しておりまして、元々対象にしている中小病院

から手を挙げていただいても、もちろん対象としますが、現実的には、拠点病院でご経

験がない方じゃないと、手は挙がらないのかなとは思っております。  

  薬剤師につきましては、これから薬物療法が増え、薬局との連携や緩和ケアについて

重要な役割を担っていただく方ですので、まずは薬剤師を対象にするというところで対

象とさせていただいたというところですので、実際、認定料、審査料の補助を使ってい

ただいて、需要がありましたら、もっと増やしていかなければいけないというところで

拡充ということを考えていきたいと思っております。始めてみて、実績を出していって、

この資格だけでいいのかという議論もあると思いますので、皆さんの意見も伺いながら、

事業の拡充については考えていきたいと思っております。お答えになっていますでしょ

うか。  

○松本（雄）委員  はい。ありがとうございます。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございました。  

  ほか、品田委員、お願いします。  

○品田委員 はい。ありがとうございます。聞こえますでしょうか。  

○松本（禎）座長 はい、聞こえます。  

○品田委員 はい。今のこの議論の続きで、そもそもこの地域包括ケア病棟の入院料を算

定し、かつ、がん性疼痛緩和指導管理料を算定する病院というところが都内にどの程度

の数があると踏み、いわゆる対象が、もしかしたら、申請がなかったというのは、重要

性はあるんだけれども条件と何かニーズマッチしなかったということだという認識にあ

るのかというのが、一つ伺いたいです。  

  もう一つは、僕の病院も拠点病院ですけれども、この出していただいた要件は、ほと

んどがソーシャルワーカーの部門とか退院支援の部門がこれを担っているので、そこの

部分が何かの看護師さんなり薬剤師さんなりがこのスペシャルな資格を取っていただい
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たということとこの要件というのが、院内の整合性というのが本当にこれを条件に出し

て取れるものなのかなというのがちょっと心配になっているというところの２点になり

ます。  

  以上です。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございます。  

  事務局から何かあるでしょうか。  

○事務局（鶴見）  はい。ご質問ありがとうございます。事務局でございます。  

  この緩和ケア推進事業につきましては、要件、補助対象と対象にしている資格がミス

マッチだったのではないかということで、おっしゃるとおりだと認識しております。そ

こで今回見直しをしたいということで検討を重ねた結果、今の案の形になっているとい

う経緯がございます。  

  院内の体制については、各病院でいろいろやり方はあるかと思うのですが、この事業

は緩和ケア推進事業なので、緩和ケアを担う人材というところの切り口から拠点病院の

人材育成で何か支援ができないかという観点で検討しました。院内の体制も含め、ご意

見があれば、さらに検討していきたいと考えています。まずは活用ができていないこの

事業の見直しをしたいというのが第一歩だったというところはご理解いただきたいと思

います。  

  人材育成につきましては、これから力を入れていかなければいけない分野と考えてい

ます。拠点病院では自分たちで人材育成を当然するものでしょという考えも一方であっ

たりして、なかなか人材育成に東京都から拠点病院にお金を出すのは難しかったのです

けれども、まずは、今回の見直しで進めて、実績やご意見をいただいた上で、拡充して

いきたいというのが我々の思いですので、院内の中で本当に使えるのかというお話があ

れば、具体的にご意見をいただいたり、教えていただければと思っております。  

  すみません。少し漠然としたお答えになりましたが、よろしいでしょうか。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございます。  

  ほか、いかがでしょうか。  

  私、松本から２点ほど。一つは質問なんですけども、ミスマッチという話もありまし

たし、そっちが大きいのかなと思いつつ、広報というのはどんな感じでしているのかと

いうところを教えていただければと。例えば紙１枚が事務に届いていくというような感

じだと、何かこう、「何だろう、これ？」という感じで、あんまり読まずになっちゃい

ますけど、例えば、丁寧にやるとすれば、看護部長と面談を東京都の方がしていくとい

う形にすれば、前向きになったりするかと思うんですけど、そこら辺の広報って、どん

な感じでやるのかなというのが１点目の質問です。  

  もう一点目は、これ、コメントなんですけども、中小病院で人を外に研修に出すとい

うのは難しい状況の中でどうするかというのは、要するに拠点病院だと多少余裕がある

場合があるので、そこで資格を持った人が、もしかしたら５年、１０年するとまた地域
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に出ていくとか、そういう展開もあったりするかなと思います。なので、別に拠点病院

も人が足りているわけじゃないので、今回その手当てをするというのが一番の目的では

ありますけど、地域全体にそういう人が増えてくるという意味では、拠点病院では、人

を出しやすいかもしれない。拠点病院にも補助をしつつ人を増やしていくというのは、

悪くないのかなと思いました。これはコメントです。  

  １点目の広報についてはどうでしょうか。  

○事務局（鶴見）  はい。ありがとうございます。広報については、ご指摘のとおり、事

務の部門に補助金の申請はありますかと連絡しているというのが現状ですので、看護部

門に直接連絡は行っていなかったですけど、確かにそれもあるのかと思いました。ただ、

我々が直接看護部にいきなりお電話するのもと思いますのでもアプローチの仕方は、た

委員の先生方にアドバイスいただければ、周知の仕方は色々工夫はできるのかなと思っ

ております。  

  あと、松本（禎）先生にコメントいただいたとおり、今、看護師だけではなく、医療

人材の確保が厳しいという状況で、日々の夜勤を回すのが精いっぱいというところが多

いのではないかと思っていて、資格取得のために１年研修に出すことは本当に難しいと

我々も認識をしております。  

  ただ、資格を持った方に長く地域で働いていただくような、セカンドキャリアで地域

に出ていただくという方もいらっしゃるかと思いますので、東京都全体として有資格者

を増やすというのも、確かに考えとしてはあると思いますので、今回は見直しした事業

で皆さんに活用いただけるように、広報や周知の工夫はさせていただきたいと思ってお

ります。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございます。  

  追加補足で、紙が届いたときに、中身をしっかり読むかというと難しいところがあっ

て、やっぱり院長とか看護部長とかがしっかり最初に見て理解していただくというとこ

ろが大切かなという気がしました。どう届くかというのが結構ポイントな気もしました。  

  ほか、いかがでしょうか。  

  品田委員、お願いします。  

○品田委員 重ねてすみません。品田です。  

  もし８年度の事業の追加の要件を今ご提案のとおりになさるのであれば、先ほどお話

ししたように、この要件を満たすための努力は、がん相談支援センターであるとかソー

シャルワーカーの部門、それから退院支援の部門が行っているので、もし松本（禎）先

生がおっしゃったように周知ということであれば、相談支援部会などにご提示をされる

と、比較的流れが広がるような感じがするので、広報の効果があるんじゃないかなと感

じました。  

  以上です。  

○事務局（鶴見）  ありがとうございます。ぜひ、そういった意見を取り入れてやってみ
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たいと思います。ご提案ありがとうございました。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございます。  

  ほかはいかがでしょうか。  

  里見委員、お願いします。  

○里見委員 音声、聞こえますでしょうか。  

○松本（禎）座長 はい。聞こえます。  

○里見委員 はい。資格支援のちょっと対象拡大ということで、とてもよいことかと思い

ます。一方で、補助をして資格を取った看護師さんや薬剤師の先生方のアウトカムとい

うか、東京都が補助したことによって、どういう活動をその方々にしていただくみたい

な条件までは特に定めていないように、頂いた資料からは思ったんですけれども、取っ

ただけで終わってしまったりすると、東京都の緩和ケアにつながっているところは見え

ない状態ですし、あと東京都の特徴かもしれませんが、結局東京都に住んでいるのかど

うか分からなかったり、その後、東京都を離れる方々も多いんだと思うんですね。なの

で、こういった資格支援をするのであれば、これで取ったらこういうことをしましょう

というか、地域の拠点病院だけでなく地域を交えて緩和ケアを、例えば勉強会を開くと

か何か交流会を開くではないですけど、何となく次のアクションも要件に入れておくと、

地に足が着くのかなと思いましたということが１点です。  

  もう一つは、資格を取る人を出すのが難しいのではないかなと思います。研修がやっ

ぱり半年に及ぶとかそういうところを考えると、ちょっと要件を広げたとしても、なか

なか手挙げがない懸念が大いにあるなと思っています。むしろ、この緩和ケアの研修会、

全東京都対象とかではなくて、地域に例えば分けてやるようなところにお金を落とした

ほうが、地域のネットワークができたりするのではないかと別のことを思ったので、共

有させていただきます。  

  以上です。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございました。  

  事務局から、何かコメントはございますか。  

○事務局（鶴見）  ご意見をいただき、ありがとうございます。  

  資格支援は、病院として考えてやっていただきたいというのが、まず一つあります。

補助をもらって病院としてどうやっていくかというところは、事業計画で必ず提出して

いただきますので、病院で計画的にお願いしたいと思っています。  

  どうしたら地域の連携が進むかということは、この資格取得支援だけで解決するもの

ではないと思っておりますので、例えばこの緩和ケア推進事業をもう少し違う形で新し

いメニューを増やしていくとか、いろいろやり方はまだまだあるのかなと思いますので、

里見先生からいただいた意見も参考にしながら、これからこの事業をどのようにふうに

展開していくのかというのは、引き続き考えていきたいと思っております。ご意見あり

がとうございます。  
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○松本（禎）座長 はい。ありがとうございます。  

  廣橋委員、お願いします。  

○廣橋委員 すみません、廣橋です。立て続けに申し訳ありません。  

  今、里見先生おっしゃられたような全体的なお金の使い方に関しては本当にそのとお

りなのですが、取りあえず、この資格支援をというところに関してあえて掘り下げて言

うと、広報の部分の話ですけれど、やっぱり私どものような中規模の病院だと、何かそ

ういうような勉強を頑張りたいなと思っているけど忙しくて、何となく手を挙げられな

いでくすぶっている若い看護師さんや薬剤師さんっていっぱいいて、そういった人たち

が手を挙げるというか、チャンスを得る路線って二つあって、要は看護部長とか薬剤部

長からのトップダウンで、「こういうのがあるから行ってみたら？」と言ってもらえる

か、もしくは自分で頑張って、手を挙げるかのどっちかだと思います。  

  なので、先ほど松本（禎）先生が看護部長にＰＲしたらという話がありましたけど、

多分やるべきことは二つあって、看護部長とか薬剤部長に、まずそういった事業があり

ますよという資料を直接送るのがまず１点です。あと、そういった普通の病棟、例えば

一般の職員の看護師さんとか薬剤師さんが、そういった事業があるということを知るこ

とで、つまりどうすればいいかというと、院内の、例えば職員が見る掲示板ってあるん

ですよ、ポスターとか。そういったところにこういった事業がありますよというのを、

何かビラでもいいし、ポスターでも何でもいいんですけど、これを掲示してくださいね

と送るのが一番いいと思います。例えばうちだと食堂の前にそういったポスターがある

んですけど、看護師さんたちがそれを見て、あ、こういうのがあるんだと思って、私も

こういうのをできるかもしれないと思ってもらえるのが、絶対に集客に一番いいかなと

思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。  

  以上です。  

○事務局（鶴見）  ご提案ありがとうございます。参考にさせていただきます。  

○松本（禎）座長 はい。貴重なご意見、ありがとうございます。  

  それでは、鈴木委員、お願いします。  

○鈴木委員 私はこの中でただの開業医でございますので、何の資格もない人間が昔から

やっているということで参加させていただいていますけれども、私、里見先生の意見に

ちょっと近くて、やっぱり地域の中で緩和ケアのネットワークを広げるためにはどうし

たらいいかということも、専門看護師も専門薬剤師も重要だとは思いますけれども、そ

れよりもそのネットワークを広げることのほうが結構重要ではないかなと思います。そ

のネットワーク、多分それぞれの地域で結構やっていると思うんですね。在宅医療の勉

強会、多職種勉強会なんかは結構それぞれの地域でやっていますので、その中に必ず緩

和ケアの話題は出てくるだろうと思います。ただ、そこのところを東京都としてどうい

うふうに認識していて、そこのところをもう少し手助けしてくださるのかということも、

今すぐというのは難しいと思いますけども、今後この計画の中に組み入れていただくと
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いいなと思って、発言させていただきました。  

  以上です。  

○事務局（鶴見）  ありがとうございました。  

○松本（禎）座長 はい。よろしいでしょうか。  

  それは、松本（雄）委員、お願いします。  

○松本（雄）委員  すみません、松本です。  

  ちょっと、今、里見先生とか廣橋先生のお話を聞いていて思ったのが、自分、今の病

院は８年で、その前は民間の中小病院にいたんですけども、がん治療をやっていました

ので認定の資格を取りに行こうとなったときに、まず、やっぱり院長に、その３か月間、

出張というか研修に行かなきゃいけないので、それに行っていいかとか、そういう調整

をして出張扱いにしてもらったりとか、やっぱりなかなか努力が必要だったんですね。

こういうことを東京都が始めるということは、すごく、中小病院とかにもいいメッセー

ジになるのではないかなというのを改めて感じた次第です。  

  やっぱり、病院で一人育てたら、それ以上はやっぱり育てられないよねとか、そうい

う話になってしまうので、さっき廣橋先生がおっしゃったようにくすぶっている薬剤師

というのは結構いますので、看護師さんも多分同じだと思います。やっぱりこういう何

かメッセージが届くような取組は、ぜひご支援いただきたいなと思いました。  

  以上です。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございます。  

  事務局さん、いかがでしょう。  

○事務局（鶴見）  ありがとうございます。  

○松本（禎）座長 では、高橋委員、お願いします。  

○高橋委員 はい。私も廣橋先生のお話と同じように、看護師とか、実際、一般病棟で働

いているスタッフのほうが、何かそういう学びたいという意欲を持ちながらも、やっぱ

り病院の状況を考えたりとか経済状況を考えたりして、なかなかそういうところに踏み

出せないという人も多いかなというのもすごくあると思います。  

  うちなんかだと、ほとんど全部、自費で出して認定とかをみんな取りに行っていて、

それでやっと病院の体制を整えるのも本当にかなりいっぱいいっぱいの状況で、なかな

か病院がさらにお金を出して人を出すというのは、すごくハードルが高いなと思ってい

ます。今、補助率が２分の１になっているかと思うのですけれども、あまり申請がない

のであれば、もうちょっと補助率を高めて、数を減らすとか件数を減らすとか、何かち

ょっとそういったような方法もできるといいのかなと思いました。  

  あとは、何でしょう、アナウンスとしては、やっぱり看護部長は結構書類の山に埋も

れてしまいます。忙しくて、たくさんの書類に埋もれてしまって、結構何かお知らせに

気づかないという話も時々聞いたりもするので、やはり直に看護部長とか、あと、看護

部長じゃなくても教育研修の担当の副看護部長とか、そういうレベルの人たちにアプロ
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ーチされるといいのではないかなと思いました。  

  以上です。  

○事務局（鶴見）  ありがとうございます。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございます。事務局としては、いろいろ参考になる

意見をいただいたと思うので、大丈夫そうでしょうか。  

  私から、がん研の松本から、一言追加いたします。  

  先ほど資格を取った後にどうするかというところ、これ結構大事だなと思っていて、

資格は取ったけど人員に配置できない、あんまり緩和ケアに携われないという状況はこ

れまでもあったりするのですよね。  

  例えば、個人の責任になるわけではないですけど、病院としてその認定を取ってもら

った看護師さんにどんな仕事をしてもらうか、つまり緩和ケアに関する仕事をどれくら

いやってもらっているのかみたいなのを出してもらうというのは、ありだと思うのです

ね。つまり、個人がどうやっているんだと追及するのではなくて、病院としてその看護

師さんに緩和ケアに携わる仕事、こんなことをしてもらっています、地域の勉強会の司

会をしてもらっていますとか、何か連携のときはやっていますとか、こういうポジショ

ンについていますというようなことは、報告してもらうと、より実効性もあるし、いい

のかなと思いました。追加の意見です。  

○事務局（鶴見）  ありがとうございます。  

○松本（禎）座長 はい。たくさんの意見が出ましたけど、よろしいでしょうか。  

（なし）  

○松本（禎）座長 この議論の盛り上がり方を見ますと、この事業がやっぱり有効だと思

うけど、何かうまく使えたらいいなというところを先生方は言われていると思うので、

東京都のほうには頑張っていただいて、進めていただければありがたいと思いました。

今日の事業の提案、ありがとうございます。  

  では、次に行きたいと思います。  

  次は報告事項、東京都がんポータルサイトにおける緩和ケアコンテンツについて、事

務局からお願いします。  

○田村医療連携・歯科担当課長  事務局よりご報告いたします。まずは資料の２枚目のス

ライドをご覧ください。  

  このたび、リニューアルに当たりまして、委員の皆様につきましては、緩和ケアのコ

ンテンツについて、様々なご意見やご助言を昨年度いただいたところになってございま

す。ありがとうございました。改めてお礼を申し上げます。  

  多くの方々のご協力によりまして、昨年の４月２１日ですけれども、正式にリニュー

アルオープンをさせていただいたところになります。現在のアクセス状況とその分析、

緩和ケアコンテンツの主な変更点についてご説明させていただきます。  

  次のスライドをご覧ください。  
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  今回のリニューアルに伴いまして、コンテンツの統合や見直し等の整理を行ったこと

によりまして、サイトのトータルビュー数を単純に比較するということは難しくなりま

したので、トップページの閲覧数というところで、旧サイトと新サイトのアクセス状況

の変化を比較してございます。  

  上段の左側のグラフが、令和６年度の旧サイトのトップページの閲覧数になってござ

います。右側が、４月２１日にリニューアルオープンしてからの閲覧数という形になっ

てございます。昨年度は年間で２４，０５２回であったところが、今年度は、１２月末

現在の数字ですけれども、３０，０７３回となってございます。月ごとのアクセス数を

見ましても、着実に閲覧数が伸びている状況となってございます。  

  ちなみにですが、６月が突出して数が多くなっている要因ですけれども、東京都の公

式ＬＩＮＥアカウントによるブッシュ通知と、東京都公式Ｘによるサイト告知を実施し

た効果となってございます。  

  次に、今回から導入いたしましたＧｏｏｇｌｅ  Ａｎａｌｙｔｉｃｓの活用について

も、ご説明いたします。  

  Ｇｏｏｇｌｅ  Ａｎａｌｙｔｉｃｓですけれども、こちらはＧｏｏｇｌｅ社が提供す

るウェブアクセス解析ツールでございまして、このツールを活用することで、このサイ

トにどのような人が来て、何を見て、どのように動いたかというところを、分析、可視

化することができるツールとなってございます。本資料に掲載しているデータはその一

例となってございまして、下段の左側はどのような端末を用いてサイトにアクセスして

いるかを分析したグラフになってございます。  

  「ｍоｂｉｌｅ」がスマートフォンから入ってきているパターン、「ｄｅｓｋｔｏ

ｐ」がパソコンから入ってきているパターンで、「ｔａｂｌｅｔ」はタブレット端末に

よるアクセスを意味してございまして、本サイトの閲覧者は主にスマホとパソコンがほ

ぼ半分半分で、タブレットは少ないというところが分かるかと思います。  

  また、下段の右側につきましては、ページごとのアクセス数の上位５ページをランキ

ングしたものになってございまして、１位から順にトップページ、次が緩和提供医療機

関情報ページ、次ががん医療連携拠点病院等の検索ページ、あと、がん相談支援センタ

ーの情報ページ、次が東京都若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業のページとな

ってございます。これはユーザーがどのような情報、支援を必要としているかを知るた

めのヒントとなると考えてございます。  

  次のスライドをご覧ください。  

  どのような経路でサイトに流入してきたかを分析したデータになってございます。こ

れによりますと、約７割以上が自然検索、Ｇｏｏｇｌｅ等から検索ワードを入れて入っ

てきた流入になってございまして、次が参照元不明であったりとか、直接リンクですね、

ＵＲＬを直接クリックして流入してきたものとか、あとは、ほかのサイトに掲載された

リンクからの流入などが続きます。先ほど申し上げましたＬＩＮＥプッシュによるアク
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セスなどは、こちらの２番目のダイレクトに該当します。  

  現在の状況ですけれども、自然検索の割合が非常に高いところで、情報提供サイトの

流入割合としては、不自然ではないものの、検索エンジンのアルゴリズムの変更などが

行われた場合には、アクセス数にも影響が生じる可能性があると考えてございます。  

  このため、広告配信や普及啓発活動など、多様なチャンネルを活用したこのサイトの

認知拡大であったり、また、新規ユーザーの流入増加施策を行いまして、リスク分散で

あったり流入源の多様化を図っていきたいと考えてございます。  

  これ以外にも、Ｇｏｏｇｌｅ Ａｎａｌｙｔｉｃｓでは、様々な分析を行うことが可

能となってございますので、本ツールを有効活用しながら、さらなるサイトの充実、最

適化に努めてまいりたいと考えてございます。  

  次のスライドをご覧ください。緩和ケアコンテンツにおける主な変更点を３つ紹介さ

せていただきます。各ＵＲＬをクリックしていただくと、その該当ページに移動します

ので、ご確認いただければと思います。  

  まずは１点目としまして、以前は緩和ケアの中に在宅療養等の記載がされてございま

したけれども、新サイトにおきましては、トップページで緩和ケアと在宅療養を分類し

まして、コンテンツを整理してございます。  

  ２点目としましては、緩和ケア提供医療機関につきまして、以前は緩和ケア病棟のみ

を記載してございましたけれども、新しいサイトでは、病棟と外来ごとに「拠点病院

等」と「その他の病院」に分けて記載してございます。  

  ３点目ですけれども、在宅療養につきましては、前のサイトにつきましては、平成２

８年度に実施した在宅医療機関の調査の回答を記載してございましたけれども、その情

報が大分古くなってきたところがございましたので、検索方法と合わせまして、厚生労

働省が展開してございます医療情報ネット（ナビイ）を紹介するようにしてございます。  

  事務局からの報告は以上になります。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございました。  

  今、東京都ポータルサイトにおける緩和ケアコンテンツについて事務局からご説明が

ありましたけども、このことに関して、ご意見、コメント、ご質問などございましたら、

挙手をお願いします。  

  廣橋委員、お願いします。  

○廣橋委員 ありがとうございます。廣橋です。ポータルサイトのご報告、ありがとうご

ざいます。  

  様々な件数を挙げていただいて、特にビューの数などを挙げていただいたんですが、

この数は、緩和ケア部会だけの話ではないと思いますけど、この数自体がもともと何か

これぐらいの数にしようと目標があったのか、今、十分だとお考えなのか、その辺の評

価の理由とか、例えばほかの関連するサイトとの比較ですとか、東京都として何か考え

ていたことというのはいかがなのかという質問を、まず、させていただけたらと思いま
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す。  

  何となくちょっと、個人的な印象ではまだ少ないかなと感じました。例えば、がん関

連のいろんな、それこそＹｏｕＴｕｂｅとかの視聴数とかは数十万だったりしますので、

ちょっと、桁がまだ足りないかなという印象は、自分は持っております。よろしくお願

いいたします。  

○松本（禎）座長 はい。いかがでしょうか。  

○事務局（村田）  お世話になります。東京都がんポータルサイトを担当しております村

田と申します。よろしくお願いいたします。  

  アクセス数とアクティブユーザー数につきましては３か年で目標を立てておりまして、

今年度につきましては、年間で、ビュー数に関しましては約３８万ビュー、アクティブ

ユーザー数は１３万人程度を目標に設定しております。  

  ３年後には、年間ビュー数約５５万ビュー、年間アクティブユーザー数では約１８万

人という目標を立てまして、毎年広報等を行っていきたいと考えております。  

○廣橋委員 ということは目標には結構至っていないという状況なのかなと思いますが、

対策というか、例えば東京都のＳＮＳで紹介したら増えたとか、今、ありましたけど、

まだまだＰＲが足りないのか、それともちょっとコンテンツがまだ魅力が足りないのか、

その辺の何かお考えというか、現状の評価はいかがでしょうか。  

○事務局（村田）  ありがとうございます。おっしゃるとおり、広報についてもまだまだ

足りない部分がございますし、コンテンツのほうもより拡充していくべきと考えており

ますので、この３か年できちんと図っていきたいと思っております。  

○廣橋委員 ありがとうございます。  

  あと、緩和ケア関連のコンテンツに関してですが、Ｇｏｏｇｌｅ  Ａｎａｌｙｔｉｃ

ｓでも、検索ワードで、ちょっと自分の場合、以前の会議でもそうなるだろうなと予測

していて実際当たったんですが、緩和ケア病棟に関連する検索ワードが多分やっぱり１

位に来ていて、一応リストで今のポータルサイトを提示して、以前よりは見やすくなっ

ているかなとに私も思っております。できれば、さらによりよいコンテンツにしていく

という部分での一つの提案として、今はあくまでホームページでは別になっていますけ

れど、例えば、せめて、恐らくその検索ワードが１位に来るということは探している方

が多いからなんだと思うので、例えばせめて、申込みを、相談をするには例えばここに

連絡すればいいとか、窓口がせめてそこで見ると何か分かるようにするですとか、もう

一歩相談したいという方が一歩踏み出しやすい何か工夫がしていただけると、とてもい

い、より価値の高いサイトになるのかなと思っております。  

  以上です。  

○事務局（村田）  ありがとうございます。いただいたご意見を参考にして、改善してい

きたいと思います。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございます。  



－18－ 

  では、高橋委員、お願いします。  

○高橋委員 はい。ありがとうございます。この新しいがんポータルサイト、私も何回か

使わせていただいているんですけれども、緩和ケア病棟を当院以外の緩和ケア病棟を探

す方のためにちょっと見たりしているんですけれども、探すときに拠点病院とその他の

病院と分けている意味があるかなというのをちょっと思いまして。大体患者さん、探す

ときって、地域とかエリアで探すときが多いので、何か分けていると、また一々クリッ

クして開かなきゃいけないというのが、ちょっと、やや手間がかかるかなと思いました。  

  あとは、どこか別のところだと思うんですけれども、がん緩和ケア病棟の整備状況と

いうのが、東京都で作ったマップみたいなのがあるかと思うんですけれども、あれは結

構、地図で緩和ケア病棟の位置が分かってとても便利なんですけれども、あれもポータ

ルサイトに載せてもいいのではないかなと思いました。  

  あと、先日メールでお送りしたんですけれども、一覧を印刷するときに、ホームペー

ジのタグというか項目が重なってしまって印刷がうまくできなくて、患者さんに一覧を

お渡しすることができなかったんですけれども、印刷して、何かこう、見やすい一覧み

たいなのがあるといいなと思いました。  

  以上です。  

○松本（禎）座長 はい。事務局いかがでしょうか。  

○事務局（村田）  ご意見、ご質問、ありがとうございます。  

  病院の検索方法につきましては、おっしゃるとおり、多角的な視点で検索ができたほ

うがユーザビリティーが高いと思いますので、どういった形がふさわしいか、検索方法

の修正となると大規模な改修になりますので、その辺りの作業量なども含めて検討して

いきたいと思っております。  

  印刷用の一覧表につきましては、ページをカスタマイズすることが難しいので、印刷

してお渡しできるようなＰＤＦを作りたいと思っております。作成して掲示ができまし

たら、ご案内できればと思います。  

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございました。  

  ほか、いかがでしょうか。  

  私、がん研有明の松本から一言コメントさせていただきます。ワンアクションでそこ

に行けるって、いいなと思っています。でも、改修は大変そうですけど、ご検討いただ

ければと思いました。  

  あと、このイベント情報とか東京都からのお知らせを見ていて、結構載ってはいるの

ですけが、うちの病院からも出してはいるのですけれども、例えば、この間、僕、市民

公開講座を主催しました。こういうところがあると知らずに、もっとここで宣伝すれば

いいかなと思ったのですけど、こういうところにいろいろ情報がたくさん載ってくると、

そこに来る人も増えたり、また病院がリンクを貼ったりというのも増えてくるという相

互効果もあると思うので、何かこのイベント情報とかに載せていい何か情報とかを病院
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に募集したりとか、どんな告知しているかというのを教えてもらっていいですか。  

○事務局（鶴見）  ご質問いただき、ありがとうございます。  

  がんポータルサイトをリニューアルした際に、こういう手続がありますと案内をして

いるとは思うんですけれども、改めて全ての病院に周知というのはまだできていないで

す。そのため、知っているところは提出して、お問合せがあった際にご案内していると

いうのが現状です。  

   

○松本（禎）座長 はい。ありがとうございます。ちょっと僕もこの辺は素人ですけど、

何か相互リンクみたいな感じだったり、何かいろいろ情報が行き交うとまた増えたりす

るのかなとか、思ったりもするので、一つの対策として、あとはいろんな情報があると、

やっぱり患者さんもいいかなと思うので、どうぞご検討いただければと思いました。  

  

  ほかにいかがでしょうか。大体、大丈夫そうですか。まあ、ポータルサイトに変えた

ことは結構好意的な感じではあるけども、もうちょっと改善点があるというところでご

意見をいただいたかなと思います。  

  それでは、時間も来ていますので、本日の議論全体を通して何かコメントやこれは話

しておきたいということ、ございますでしょうか。  

  はい。では、廣橋委員、お願いします。  

○廣橋委員 すみません。廣橋です。先ほど、いつの間にか過ぎちゃったんですけど、支

援事業の多職種の緩和ケア研修会の件ですね。がん研で、今頑張っていただいている研

修会の件です。  

  毎回この議論ですけど、恐らく期待しているより、参加者ってまだまだもっと増やし

ていきたいものなのかなと見受けているんですけど、せっかく多職種の方が参加する大

事な機会なので、もっともっと多くの方に知っていただいて、多くの方に参加いただけ

るものになるといいなと本当に思っています。何かそこに向けての取組というか、でき

ることというか、そういうＰＲもそうだし、もしかしたらがん研のほうでされるキャパ

の問題もあるのかもしれないですけど、その取組に向けて、何十人ではなくて、もっと

桁が１個上がるような研修になるといいなと思います。せっかく事業でやるのですから。

その辺いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。  

○松本（禎）座長 どうですか。これは私のほうから答えたほうがいい感じですね。  

○廣橋委員 すみません。  

○松本（禎）座長 もちろん、東京都の事業の予算規模とかもあると思うのですけれども、

一昨年、去年、昨年度までは、割と募集に偏りがありました。広報がいろいろなタイミ

ングで遅くなったりとかしてしまったのもあるのですけど、今年度は割と早い広報を出

したりとか、あと、昨年度から多職種ということで、職種ごとというのを、事前学習に

してしまって、もう多職種で集まって、講義はちょっと聴くのですけど、グループワー
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クを中心にしていくということに分けたところ、割と参加者が増えているかなという印

象もあります。２回とも、申込み人数がかなり、１回２４名で申込みをかけているので、

埋まるのですが、やっぱり直前に辞退が多いです。２４名で募集しているのですけが、

実際は１７、１８名になってしまっているところであります。  

  １回の人数を増やすのは、ちょっとそのグループワークベースで、オンラインでとい

うところもあって、一つのグループにファシリテーターが１人というよりは、２、３人

置いているのですね。書記をしたりとか、色々な職種の意見もあったほうがいいかと思

って考えると、がん研のマンパワー的には、８人で３グループぐらいが手いっぱいかな

と思って、１開催２４名としています。回数を増やしていくというのは、一つなんです

けれども、どうしても東京都から事業の予算が下りて執行できるのが秋以降となってき

ますと、毎月研修会をやっても６回とかというところになるのかなと思っています。  

  追加で発言しますと、少し前までは、割と拠点病院の方に参加いただくような研修会

でチラシで宣伝していたんですけれども、最近は、そうではなくて、緩和ケアにこれか

ら携わりたいとか、ちょっとやっていて困っているなみたいな人に積極的に声をかけて、

例えば薬局であったり在宅の場面、いろいろと声をかけるようにしてから、かなり参加

者が増えて満足度も高くなったかなと。アンケートの結果も、批判的な、つまり、こん

な内容だったらみたいな感じではなくて、参加してよかったです、というような意見が

増えているので、やっぱりこれから緩和ケアをやるぞ、それから、やっていて困ってい

るぞという人を対象にしたのは、この一昨年度、昨年度からよかったかなと思っていま

す。何かまとまらないコメントですけど、いかがでしょうか、廣橋委員。  

○廣橋委員 ありがとうございます。ご苦労されながらやっている。特にグループワーク

のこととか、よく承知いたしました。  

  恐らく拠点病院の中だと、そういった勉強会する機会って、結構、多分、中であるの

で、それこそ、やっぱり地域でチームをつくっていただいて参加いただくというのが、

それこそ地域のネットワークを広げるという観点からもすごく大事で、むしろそれに重

きを置いたというか、そのつもりありきでこの事業を広められると、何か我々のやりた

いことにすごく近づくのかなとお聞きしました。ぜひよろしくお願いいたします。  

○松本（禎）座長 よろしくお願いします。  

  がん研、松本から。私のほうで広報をどうするかというところで、がん研のＳＮＳで

一生懸命宣伝したりとか薬剤師会のメーリングリストを使ったりしています。なかなか、

特定の職種には届くんですけど、例えば管理栄養士とかセラピストとかに届いているか

というのがちょっと分からなくて、各専門職の東京都につながるようなメーリングリス

トがあるかというと、あまりなくてというところで、広報に関して、もうちょっといい

方法はないかなと、実は思っています。  

  勉強会のときに、こういうのがありますよとか、がん研のカンファレンスとかでも掲

示はするんですけども、いい広報についてもまた今後、ワーキンググループの委員の先
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生にもお伺いできるとありがたいなと思っています。  

○廣橋委員 廣橋です。東京都のＳＮＳではこの研修会のＰＲはされているのでしょうか。

確認ですが、いかがでしょうか。  

○事務局（鶴見）  東京都です。すみません。  

  今年度、拠点病院だけではなく、都内全ての病院にこの研修について東京都からメー

ルで周知させていただきました。  

  ただ、先ほどお話にも出ましたが、メールの送付先しは事務部門なので、それが現場

にちゃんと届いたかと言われると、工夫が必要なのかなと思います。今年度は約６４０

病院に周知させていただいたということと、また、東京都医師会から地域の医療機関に

はご案内をしていただいております。薬剤師会にはこのメンバーに入っていただいてお

りますので、いろいろご協力もいただいているかと思うのですけれども、各職種ごとの

職能団体へも東京都からお声かけするというのは可能ですので、来年度はご協力をお願

いし、ＳＮＳの活用も考えていきたいと思っております。  

○廣橋委員 廣橋です。ありがとうございます。  

  こういうのって、多分、先ほど地域の方に参加いただくというのを進めたいという話

の中で、恐らくトップダウンよりも、地道に活動されている一人の医療者が、あ、こう

いうのがあるんだったら、みんなでやってみようというふうにボトムアップしていく感

じのほうが、多分、参加する可能性だったり、価値も生むものなのかなと思います。一

人一人に届くようなＳＮＳの活用も、ぜひよろしくお願いいたします。  

○松本（禎）座長 ありがとうございます。これは私も謹んで承りまして、注意していき

たいと思います。ありがとうございます。  

  ほか、いかがでしょうか。  

（なし）  

○松本（禎）座長  それでは、これで大体ご意見も出たかなと思いますので、これで事

務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いします。  

○田村医療連携・歯科担当課長  はい。本日は非常に活発なご意見をいただきまして、本

当にありがとうございます。本日の議題につきまして、さらにご意見等がございます場

合につきましては、来週の１月３０日金曜日までに、メールで事務局までご連絡いただ

ければ幸いです。  

  事務局からは以上になります。  

○松本（禎）座長 それでは、お仕事の後に集まっていただき、ありがとうございました。

これで、第１３回の緩和ケアワーキンググループを終了いたしたいと思います。本日は

ありがとうございました。  

（午後 ７時１４分 閉会）  


